
 生徒心得   

１ 学校生活について 

 (1) 登下校について  

① 8 時登校を奨励する。登校次第、朝読書または、確認テスト等の勉強に取り組む。8 時 15 分に  

は朝の学習（確認テストなど）の開始。 

② 8 時 15 分のチャイムが鳴り終えるまでに教室に入室していない場合には遅刻になる。 

③ 授業の準備は休み時間内で行い、始業のチャイムが 3 分前には自分の席についていること。 

④ 完全下校時間３月～10 月は午後６時４５分、１１月～２月は午後６時１５分とする 

⑤ 登校してから下校までの間は校外に出ないこと。外出の必要のある場合には、学級担任又は関係

職員の許可を得ること 

⑥ 自転車通学は許可制とする。許可を受けた生徒は自転車にステッカーを貼る。また、安全面を考

慮して、保険への加入とヘルメットを着用する 

 

(2) 持ち物について 

①  所持品には必ず記名し、保管に留意する。学習用具以外の物は持ち込まないこと。 

②  水筒（水・お茶・スポーツドリンクを奨励）の持参を認める。 

③ 携帯電話の持ち込みは許可制とする。校時中は使用禁止。また、状況により許可を取り消すこ 

ともある 

 

２ 服装 

(1) 学校指定の制服（A）～（C）を選択し着用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（A）ブレザータイプ（スカート）＋リボン  （ベストは任意） 

  （B）ブレザータイプ（ズボン）＋リボン   （ベストは任意） 

（C） スーツタイプ（上下）＋ネクタイ 

①  夏期期間は、半袖-長袖シャツ、ズボン・スカートを着用する。新入生（１年生）においては、４

月からとする。（寒い場合はジャージ可） 

※教室が寒く感じる時、体調がすぐれない時は，ブレザーの着用を認める。 

② 冬期期間は、スーツ・ブレザー及びネクタイ・リボンを着用する。暑いときは、上着を着ないでも

よいが、教室に置きっぱなしにはしない。ただし、儀式的行事の時は上着を着用すること。 

※中は長袖、半袖どちらでもよい。ただし、ネクタイ・リボンは必ず着用すること。 

③ 制服のシャツの下から、肌着（Ｔシャツ可）を着用する。 

④ 防寒のためのタイツ(黒・紺)とマフラー類(授業以外)の着用を認める。また、授業中の膝掛けは認め

る。 

⑤ 学校行事等でジャージ登校の場合は、学校制定のジャージを着用する。中は体育着とする 

 

３ 容姿についての禁止事項 

① 着崩し（制服等の変形） 

② 頭髪のパーマや染色 

③ 化粧（色つきリップ・マニキュア・他）や装飾品（ピアス・指輪・ネックレス・他） 

  ④  爪は常日頃から切り、伸ばさないこと（衛生面、ケガ防止の観点から） 


